
総 地 第 8 5 号 

令和６年４月 25 日 各 区 総 務 課 長 

総務局地域防災課 

避難等支援担当課長 

地域防災拠点における感染防止資器材の取扱い及び 

段ボールベッド等の必要性調査について（依頼） 

令和２年度に各地域防災拠点に対して配布した、避難所運営用の感染防止資器材の取扱いについては、

「地域防災拠点での感染防止資器材の今後の取扱いについて」（令和５年８月 15 日付け総地第 356 号

（以下「第 356号通知」という。））において通知を行ったところです。 

地域防災拠点（以下「拠点」という。）における感染防止資器材の取扱いについて再度周知するととも

に、拠点に感染症対策用として配備した、受付用パーテーション、段ボール間仕切り及び段ボールベッ

ド（以下「段ボールベッド等」という。）について、拠点における必要性（回収希望数）の調査を行いま

す。 

つきましては、次のとおり、拠点への周知・調査にご協力をお願いします。 

１ 拠点において今後も備蓄する感染防止資器材 

資器材 数量 理由（用途） 

サージカルマスク 10箱（500枚） 
飛沫防止のため 

小さめマスク ６箱（300枚） 

消毒液（ハイター） ２本（1.2ℓ） 
施設消毒のため 

雑巾 10枚 

使い捨て手袋 
700枚 

（100枚×７袋） 
施設消毒及び食事等配布のため（約１月分を想定） 

泡ハンドソープ 10本 
手指衛生のため 

アルコール消毒液 40本（20ℓ） 

非接触型体温計 ３本 
避難所で検温の必要性が出た場合のため 

腋下体温計 １本 

※ 今後の更新の方向性については、決定次第お示しします。

※ その他詳細は、第 356号通知を参照してください。

２ 段ボールベッド等の回収希望数調査について 

(1) 目的

第 356 号通知により拠点における感染防止資器材の見直しを行いましたが、段ボールベッド等に

ついても、拠点での保管スペースなどを踏まえて回収することとします。 

一方で、段ボールベッド等は感染症対策だけでなく、避難所の生活環境の改善などにも有効とな

ります。そのため、一律回収ではなく、拠点の状況に応じて残すことも可能としますので、各拠点

の回収希望数の調査を行うものです。 
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(2) 調査対象品目

・受付用パーテーション

・段ボール間仕切り及び段ボールベッド

(3) 拠点への調査及び各区からの報告

ア 各拠点への調査の際には、「【別紙１】段ボールベッド等回収希望数調査票」をご活用ください。

イ 各拠点からの回答は、各区で「【別紙２】段ボールベッド等調査集計表」により取りまとめ、令

和６年７月 31日（水）までに地域防災課宛てにご報告をお願いします。 

(4) 今後の取扱い

ア 今後、段ボールベッド等の更新は行わない予定です。

イ 回収した段ボールベッド等（現在拠点の備蓄庫以外に保管されているものも含む。）について

は、発災時に、市内の被災状況を踏まえ、真に必要と思われる拠点等に供給することを想定して

います。 

ウ 拠点から回収する段ボールベッド等は、各区で個別保管することも可能とします。

エ 調査後の段ボールベッド等の回収時期は、別途お知らせします（8～9月に実施予定の備蓄品の

配送・回収とは別の時期となります。）。 

３ その他 

(1) 添付資料

ア 令和５年５月 23 日付・総地第 150 号「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの

変更に伴う避難場所等の対応について」 

イ 令和５年８月 15 日付・総地第 356 号「地域防災拠点での感染防止資器材の今後の取扱いにつ

いて」 

(2) 疑義等ある場合は、担当までお願いします。

【担当】 

総務局危機管理室地域防災課 森﨑、福田 

電 話：671-2011 

メール：so-chiikibousai@city.yokohama.jp

01221244
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担当：泉区総務課防災担当豊田・籾山Ｔ Ｅ Ｌ：８００－２３０９Ｆ Ａ Ｘ：８００－２５０５Ｅメール：iz-bousai@city.yokohama.jp
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【別紙１】段ボールベッド等回収希望数調査票を御確認ください



令和  年  月  日 

 

段ボールベッド等回収希望数調査票 
 

 受付用パーテーション、段ボール間仕切り及び段ボールベッドの回収希望数について、以

下のとおり報告します。 

  

■ 拠点に配備されているものうち、回収希望数を記載してください。 

■ 回収対象は、拠点の備蓄庫に保管されているもののみとなります。方面別備蓄庫や区役所

等に保管されているものは含みません。 

■ 回収を希望しない又は拠点の置いていない場合には、「０」と回答してください。 

 

・受付パーテーション …     セット 
 
・段ボール間仕切り  …     セット 
 
・段ボールベッド   …     セット 

 

※ 回収した段ボールベッド等（拠点の備蓄庫以外に保管されているものも含む。）、について

は、発災時に、市内の被災状況を踏まえ、真に必要と思われる拠点等に供給することを想定

しています。 
 

報告者 

      区               地域防災拠点運営委員会 

  担当：                 

 

 

 

事務局 泉区総務課防災担当 豊田・籾山 
Ｔ Ｅ Ｌ：800-2309              
Ｆ Ａ Ｘ：800-2505          

Ｅメール：iz-bousai@city.yokohama.jp 

別紙１ 

【注意事項】 

 本調査票は、令和６年７月 19日（金）までに、泉区総務課へご提出ください。 

mailto:iz-bousai@city.yokohama.jp


【参考資料】段ボールベッド等写真 

・受付パーテーション 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
             
   
 

・段ボール間仕切り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・段ボールベッド 

 

以下写真が「１セット」分になります。（１箱にパーテーション２枚梱包 ＝１セットです。） 

外箱写真 中身写真 

以下写真が「１セット」分になります。（間仕切り 10 枚×３＝30 枚分で１セットです。） 

ビニール袋梱包時写真 開封時写真 

以下写真が「１セット」分になります。（１箱＝１セットです。） 

外箱写真１ 外箱写真２ 



総 地 第 3 5 6 号  

令和５年８月 15 日  

各 区 総 務 課 長 

総務局地域防災課  

避難等支援担当課長  

 

地域防災拠点での感染防止資器材の今後の取扱いについて（通知） 

 

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、令和２年度に各地域防災拠点に対して、避難所運営用の

「感染防止資器材」を配布しました。 

令和５年５月 23 日に新型コロナウイルス感染症の５類感染症への変更に伴う避難所等の対応に

ついて通知しましたが、今後の「感染防止資器材」の取扱いについては、次のとおりお願いします。 

 

１ 現状 

 (1) コンテナボックスで保管（計２箱） 

非接触型体温計 ３本 

腋下体温計 １本 

サージカルマスク 10箱（500枚） 

小さめマスク ６箱（300枚） 

フェイスシールド 30枚 

消毒液（ハイター） 10本（６ℓ） 
 

雑巾 10枚 

使い捨て手袋（100枚入） 1,000枚（10袋） 

養生テープ 10個 

ごみ袋（30L/45L） 各２袋（50枚入） 

泡ハンドソープ 10本 

ペーパータオル 10袋 
 

 (2) 資器材ごとに保管 

段ボール間仕切り及びベッド ６セット 

アルコール消毒液 40本（20ℓ） 

受付用パーテーション ２セット 

 

２ 今後の取扱い 

 (1) 引き続き備蓄をお願いしたい資器材と数量 

ア 「全ての避難所等で実施する事項」で必要 

資器材 数量 理由（用途） 

サージカルマスク 10箱（500枚） 
飛沫防止のため 

小さめマスク ６箱（300枚） 

消毒液（ハイター） ２本（1.2ℓ） 
施設消毒のため 

雑巾 10枚 

使い捨て手袋 
700枚 

（100枚×７袋） 

施設消毒及び食事等配布のため

（約１月分を想定） 

泡ハンドソープ 10本 
手指衛生のため 

アルコール消毒液 40本（20ℓ） 



  イ 「各避難所等の判断により追加で実施する事項」で必要 

資器材 数量 理由（用途） 

非接触型体温計 ３本 避難所で検温の必要性が出た場

合のため 腋下体温計 １本 

 

（参考）発災時における感染症対策を踏まえた避難所等の運営 

(1) 全ての避難所等で実施する事項 

・マスク着用及び手指衛生の推奨 

・避難所等の定期的な換気及び清掃等の衛生管理 

(2) 各避難所等の判断により追加で実施する事項 

・検温や聞き取り等による受付時の避難者の体調確認及び有症状者との動線分け 

・空き教室の活用や余裕ある区割り等による避難者同士の距離の確保 

  ウ 資器材の更新 

    引き続き備蓄をお願いする資器材の、今後の更新の方向性については、決定次第お示しし

ます。 

 (2) 避難所での感染症対策としては不要な資器材 

  「(1) 引き続き備蓄をお願いしたい資器材と数量」で挙げた資器材以外は、避難所での感染

症対策としての備蓄は不要とします。 

   ただし、感染症対策以外にも避難所の運営に役立つ資器材もありますので、必要性について

は各拠点で検討していただくようお願いします。 

 (3) 不要な資器材の取扱い 

   各拠点で不要とした資器材（受付用パーテーション、段ボール間仕切り及びベッドを除く）

は、各拠点で有効活用や廃棄をしていただくようお願いします。 

   なお、受付用パーテーションや段ボール間仕切り及びベッドは、後日、各拠点に対して必要

性調査を行い、調査結果に基づき回収等の方向性を検討していきます。 

 

３ その他 

 (1) 添付資料 

  ア 【別紙】感染防止資器材用コンテナボックスの整理の参考資料 

  イ 【令和 5年 5月 23日付・総地第 150号】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づ

けの変更に伴う避難場所等の対応について 

 (2) 疑義等ある場合は、担当までお願いします。 

 

【担当】 

総務局危機管理室地域防災課 

森﨑、福田 

671-2011（内線：50492、50495） 

so-chiikibousai@city.yokohama.jp 



感染防止資器材用コンテナボックスの整理の参考

別紙

【現在】 （残す資器材）
現在は、感染防止資器材をこのように、２つの
コンテナボックスで保管しています。

資器材 数量

サージカルマスク 10箱

小さめマスク ６箱

消毒液（ハイター） ２本（1.2ℓ）

雑巾 10枚

使い捨て手袋
700枚
（100枚×７袋）

泡ハンドソープ 10本

アルコール消毒液 40本（20ℓ）

非接触型体温計 ３本

腋下体温計 １本
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【収納例】
２つのコンテナボックスは、結構場所を取るので、できれば１つのコンテナボックスに収めたい･･･。
そこで、以下のように、収納すれば、必要なものは残して、１つのコンテナボックスに収納できます。

●ステップ１
１つのコンテナボックスを空にしてから、サージカ
ルマスク10箱、小さめマスク６箱を端に積みます。

●ステップ２
中央にハンドソープ10本、消毒液２本、雑巾10枚、
ゴミ袋30ℓ２袋、45ℓ２袋を整然と入れます。

ハンド
ソープ

雑巾
ごみ袋

消毒液

●ステップ３
隙間に体温計各種、ハンドソープの上にペーパー
タオル７袋を乗せます。

ペーパータオル

体温計

●ステップ４
最後に、隙間に養生テープ（５本程度）を乗せれば、
完成！

養生テープ

整理して、空いたコンテナボックスは、他の資機材の収納に使うなど、
自由に使ってください！
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